
議案第９９号 

   芽室町都市公園条例中一部改正の件 

 芽室町都市公園条例を次のとおり一部改正しようとするものであります。 

  令和５年３月２日提出 

芽室町長 手 島  旭 

   芽室町都市公園条例を次のとおり一部改正する条例 

 芽室町都市公園条例（昭和 51 年条例第 37 号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

                                 

 

 

 

 

 

同表に次のように加える。 

イリス公園 芽室町西４条７丁目１番地３、２番地 30、２番

地 31、２番地 32、西４条８丁目６番地２地先の

一部 

児童遊園、

広場、園路 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 説 明 

 芽室町西４条７丁目１番地３ほかにイリス公園を設置し、また、これに伴い緑町緑

地の一部をイリス公園へ編入するため、本条例を改正しようとするものであります。 

「 
緑町緑地 芽室町西４条７丁目２番地30、２番地31、

２番地32、西４条８丁目１番地42、１番地

43 

広場 

 

」を 

「 

緑町緑地 芽室町西４条８丁目１番地42、１番地43 広場 

 
」に改め、 
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芽室町都市公園条例の一部を改正する条例新旧対照表 
改正案 現 行 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 名称 位置 主な公

園施設 

  名称 位置 主な公

園施設 

 

 ―略― ―略― ―略― ―略― ―略― ―略―  

緑町緑地 芽室町西４条８丁目１番地42、１番

地43 

広場 緑町緑地 芽室町西４条７丁目２番地30、２

番地31、２番地32、西４条８丁目

１番地42、１番地43 

広場  

芽室西運

動広場 

芽室町芽室南３線25番地４の一部、

27番地１の一部 

サッカ

ー場 

 芽室西運 

動広場 

芽室町芽室南３線25番地４の一部、

27番地１の一部 

サッカ

ー場 

 

 イリス公

園 

芽室町西４条７丁目１番地３、２

番地30、２番地31、２番地32、西

４条８丁目６番地２地先の一部 

児童遊

園、広

場、園

路 

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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　　参考資料２

八丁目通

ピウカ川

2番地31

2番地30

2番地32

イリス公園

1番地42

1番地43

イリス公園・緑町緑地位置図

凡 例

イリス公園

緑町緑地

イ

リ

ス

・

プ

ラ

ザ

通

西

五

条

本

通

緑町緑地から

イリス公園へ編入

西4条8丁目

6番地2地先

1番地3
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